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１　令和２（２０２０）年度補正予算概要

一般会計

［歳　入］

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額

(国)民生費負担金 4,340 低所得者介護保険料軽減負担金増

(国)民生費補助金 3,794 障害者総合支援事業費補助金増 1,444

生活保護費補助金増 2,350

(道)民生費負担金 2,170 低所得者介護保険料軽減負担金増

指 定 寄 付 金 1,050 高齢者等在宅生活支援事業費 50

衛生・防護用品購入費分増 1,000

［歳　出］

　 民生費

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　　明 特定財源

社会福祉総務費 △ 13,007 障害者等外出支援事業費減　 △22,861 (国)障害児通

　障害者等外出支援事業 　所給付費負

　　　　　　　助成費減　  △22,861 　担金

新型コロナウイルス 4,801

　　感染症緊急対策費増　      9,854 (道)障害児通

　障害児通所給付費増         9,854 　所給付費補

　助金

5,009

説　　　明
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（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　　明 特定財源

障 害 者 福 祉 費 374,848 障害者自立支援給付費増　    320,451 (国)障害福祉

　障害福祉サービス費増　   238,274 　サービス費

　計画相談支援給付費増      17,554 　負担金

　障害者自立支援医療費増    64,623 119,138

障害児支援給付費増           54,397 (国)計画相談

　障害児通所給付費増        51,085 　支援給付費

　障害児相談支援給付費増     3,312 　負担金

8,777

(国)障害者自

　立支援医療

　費負担金

32,312

(国)障害児通

　所給付費負

　担金

25,543

(国)障害児相

　談支援給付

　費負担金

1,656

(道)障害福祉

　サービス費

　負担金

59,570

(道)計画相談

　支援給付費

　負担金

4,389

(道)障害者自

　立支援医療

　費負担金

16,156

(道)障害児通

　所給付費負

　担金

12,771

(道)障害児相

　談支援給付

　費負担金

828
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（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　　明 特定財源

老 人 福 祉 費 △ 18,339 高齢者交通料金助成　　　　 

　　　　　　　　事業費減   △18,339

　高齢者交通料金助成費減  △18,339

社 会 福 祉 施 設 1,884 社会福祉施設整備基金 (その他)指定

整備基金積立金 　　　　　　　　　積立金増    1,884 　　　寄付金

　（指定寄付金分　1,490， 1,490

　　　前年度剰余金分　394）

　 衛生費

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　　明 特定財源

保健衛生総務費 52,461 新型コロナウイルス感染症 (その他)夜間

　　　　　　　緊急対策費増   52,461 　急病ｾﾝﾀｰ運

　公共施設利用者減による 　営事業費負

　　指定管理者への 　担金

　　　　　　収支補 金増    52,461 15,941

　　（夜間急病センター）

予 防 接 種 費 28,268 定期予防接種費増             28,268

　インフルエンザ　8,791人増
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介護保険事業特別会計

（単位：千円）

事 項 説　　　　明 事 項 説　　　　明

介 護 現年賦課分減            △29,370 総 務 一般管理費増              33,694

保 険 料 管 理 費

国 庫 国庫支出金減               △292 保 険 保険給付費減           △142,429

支 出 金 　介護給付費負担金減   △23,909 給 付 費 　介護サービス給付費減

　調整交付金減         △30,175                       △217,158

　地域支援事業 　審査支払委託費減      △1,496

　　　　　　交付金減    △3,150 　高額介護サービス費増   71,163

　保険者機能強化 　高額医療合算

　　    推進交付金減    △7,232 　　　介護サービス費増    5,062

　介護保険保険者 地域支援 地域支援事業費減        △15,132

　　努力支援交付金増     36,457 事 業 費 　介護予防・日常生活

　介護保険事業費 　　　支援総合事業費減 △14,463

　　　　　　補助金増  　  6,800 　包括的支援等事業費減    △669

　介護保険災害臨時 基 金 介護給付費準備基金

　　　　特例補助金増 　  20,917 積 立 金 　　　　　　　積立金増        56

支払基金 支払基金交付金減       △126,906 職 員 費 一般部局職員費減        △12,643

交 付 金 　介護給付費交付金減  △123,001

　地域支援事業

　　　　支援交付金減　  △3,905

道支出金 道支出金減              △72,261

　介護給付費負担金減   △70,324

　地域支援事業

　　　　　　交付金減    △1,937

財産収入 積立基金運用収入増            56

繰 入 金 繰入金増                  88,244

　一般会計繰入金増        2,792

　基金繰入金増           85,452

諸 収 入 諸収入増                   4,075

　第三者納付金増          1,023

　返納金減                  △1

　雑入増                  3,053

補正額計                        △136,454 補正額計                        △136,454

補 正 後 補 正 後

予 算 額                       30,940,115 予 算 額                       30,940,115

歳　　　　入 歳　　　　出
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介護保険事業特別会計

（単位：千円）

事 項 予 算 額 説　　　　明 事 項 予 算 額 説　　　　明

介 護 5,563,997 第１号被保険者 総 務 費 229,009 給付・賦課・収納・認

保 険 料 5,563,997 定調査等事務所要経費

　現年賦課分 保 険 28,292,350 介護ｻｰﾋﾞｽ給付費・高額

5,536,771 給 付 費 介護ｻｰﾋﾞｽ費等

　滞納繰越分 地 域 2,009,827 介護予防・日常生活支

27,226 支 援 援総合事業費

使 用 料 1 要介護認定・要支援認 事 業 費 1,487,231

及 び 定等結果証明発行手数 　介護予防・生活支援

手 数 料 料 　サービス事業費

国 庫 7,889,489 介護給付費負担金等 1,435,761

支 出 金 　一般介護予防事業費

支 払 8,124,164 介護給付費交付金等 51,470

基 金 包括的支援等事業費

交 付 金 522,596

道 支 出 4,381,786 介護給付費負担金等 　在宅医療・介護連携

金 　推進関係経費

財 産 1,264 積立基金運用収入 29,173

収 入 認知症総合支援事業費　

繰 入 金 5,137,277 一般会計繰入金 19,566

5,054,000 　生活支援体制整備関

　介護給付費分 　係経費

3,536,543 53,181

　地域支援事業費分 　地域包括支援ｾﾝﾀｰ運

289,990 　営事業費　ほか

　職員給与費等分 420,676

632,666 基 金 131,846

　低所得者介護保険料 積 立 金

　軽減分 諸 支 出 10,101

594,801 金

介護給付費準備基金繰入金　 職 員 費 415,091

83,277

繰 越 金 1 前年度繰越金 予 備 費 10,000

諸 収 入 245 第三者納付金，返納金等　

合 計 31,098,224                        △136,454合 計 31,098,224

歳　　　　入 歳　　　　出
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[債務負担行為] （単位：千円）

事　　項 期　間 限　度　額

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 令和4(2022)年度から 1,858,224

運 営 業 務 委 託 料 令和9(2027)年度まで

認知症総合支援業務委託料 令和4(2022)年度から 76,206

令和9(2027)年度まで

生活支援コーディネーター 令和4(2022)年度から 264,540

（ 第 ２ 層 ） 業 務 委 託 料 令和9(2027)年度まで
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３ 函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および運 

営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴い，指定障害福祉サービスの事業等の一般原則，運営の基

準等に関する規定を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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４ 函館市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に

伴い，障害福祉サービスの事業の一般原則，運営の基準等に関する規定

を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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５ 函館市指定障害者支援施設の人員，設備および運営に関す

る基準等を定める条例等の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 制定理由 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等の一

部改正に伴い，指定障害者支援施設の事業の一般原則，人員の基準等に

関する規定を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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６ 函館市障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，

障害者支援施設の事業の一般原則，運営の基準等に関する規定を整備

するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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７ 函館市地域活動支援センターの設備および運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準の一部改正に

伴い，地域活動支援センターの事業の基本方針および運営の基準に関

する規定を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 

62



函館市地域活動支援センターの設備および運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

現行 改正案 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 略 第３条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 地域活動支援センターは，利用者の人権の擁

護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等

の必要な体制の整備を行うとともに，その職員

に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう

努めなければならない。 

４ 地域活動支援センターは，利用者の人権の擁

護，虐待の防止等のため，必要な体制の整備を

行うとともに，その職員に対し，研修を実施す

る等の措置を講じなければならない。 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第５条 略 第５条 略 

２ 略 ２ 略 

（新設）３ 地域活動支援センターは，前項に規定する訓

練の実施に当たって，地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければならない。 

３ 前２項の規定により講ずる非常災害に係る対

策には，地域の特性に応じて，地震，津波等に

よる自然災害に係る対策を含めなければならな

い。 

４ 第１項および第２項の規定により講ずる非常

災害に係る対策には，地域の特性に応じて，地

震，津波等による自然災害に係る対策を含めな

ければならない。 

（勤務体制の確保等） 

（新設）第14条の２ 地域活動支援センターは，利用者に

対し，適切なサービスを提供できるよう，職員

の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 地域活動支援センターは，当該地域活動支援

センターの職員によってサービスを提供しなけ

ればならない。ただし，利用者の支援に直接影

響を及ぼさない業務については，この限りでな

い。 

３ 地域活動支援センターは，職員の資質の向上

のために，その研修の機会を確保しなければな

らない。 

４ 地域活動支援センターは，適切なサービスの

提供を確保する観点から，職場において行われ

る性的な言動または優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより職員の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を

講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

（新設）第15条の２ 地域活動支援センターは，感染症や

非常災害の発生時において，利用者に対するサ

ービスの提供を継続的に実施するための，およ

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（以下「業務継続計画」という。）を策定

し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ
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なければならない。 

２ 地域活動支援センターは，職員に対し，業務

継続計画について周知するとともに，必要な研

修および訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

３ 地域活動支援センターは，定期的に業務継続

計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第16条 略 第16条 略 

２ 地域活動支援センターは，地域活動支援セン

ターにおいて感染症または食中毒が発生し，ま

たはまん延しないように必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

２ 地域活動支援センターは，当該地域活動支援

センターにおいて感染症または食中毒が発生

し，またはまん延しないように次に掲げる措置

を講じなければならない。 

（新設） (1) 当該地域活動支援センターにおける感染症

および食中毒の予防およびまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置その他の情報通信機器（第20条第１号にお

いて「テレビ電話装置等」という。）を活用

して行うことができるものとする。）を定期

的に開催するとともに，その結果について，

職員に周知徹底を図ること。 

（新設） (2) 当該地域活動支援センターにおける感染症

および食中毒の予防およびまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

（新設） (3) 当該地域活動支援センターにおいて，職員

に対し，感染症および食中毒の予防およびま

ん延の防止のための研修ならびに感染症の

予防およびまん延の防止のための訓練を定

期的に実施すること。 

 （虐待の防止） 

（新設）第20条 地域活動支援センターは，虐待の発生ま

たはその再発を防止するため，次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 (1) 当該地域活動支援センターにおける虐待の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を定期的に開催するとともに，そ

の結果について，職員に周知徹底を図ること。

 (2) 当該地域活動支援センターにおいて，職員

に対し，虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること。 

 (3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するため

の担当者を置くこと。 
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８ 函館市福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，福祉ホ

ームの事業の基本方針および運営の基準に関する規定を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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函館市福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

現行 改正案 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 略 第３条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 福祉ホームは，利用者の人権の擁護，虐待の

防止等のため，責任者を設置する等の必要な体

制の整備を行うとともに，その職員に対し，研

修を実施する等の措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

４ 福祉ホームは，利用者の人権の擁護，虐待の

防止等のため，必要な体制の整備を行うととも

に，その職員に対し，研修を実施する等の措置

を講じなければならない。 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

（新設）３ 福祉ホームは，前項に規定する訓練の実施に

当たって，地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならない。 

３ 前２項の規定により講ずる非常災害に係る対

策には，地域の特性に応じて，地震，津波等に

よる自然災害に係る対策を含めなければならな

い。 

４ 第１項および第２項の規定により講ずる非常

災害に係る対策には，地域の特性に応じて，地

震，津波等による自然災害に係る対策を含めな

ければならない。 

（勤務体制の確保等） 

（新設）第12条の２ 福祉ホームは，利用者に対し，適切

なサービスを提供できるよう，職員の勤務の体

制を定めておかなければならない。 

２ 福祉ホームは，当該福祉ホームの職員によっ

てサービスを提供しなければならない。ただし，

利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務につ

いては，この限りでない。 

３ 福祉ホームは，職員の資質の向上のために，

その研修の機会を確保しなければならない。 

４ 福祉ホームは，適切なサービスの提供を確保

する観点から，職場において行われる性的な言

動または優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り職員の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（業務継続計画の策定等） 

（新設）第13条の２ 福祉ホームは，感染症や非常災害の

発生時において，利用者に対するサービスの提

供を継続的に実施するための，および非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し，当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 福祉ホームは，職員に対し，業務継続計画に

66



ついて周知するとともに，必要な研修および訓

練を定期的に実施しなければならない。 

３ 福祉ホームは，定期的に業務継続計画の見直

しを行い，必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。 

 （衛生管理等） 

第14条 略 

 （衛生管理等） 

第14条 略 

２ 福祉ホームは，福祉ホームにおいて感染症が

発生し，またはまん延しないように必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

２ 福祉ホームは，当該福祉ホームにおいて感染

症が発生し，またはまん延しないように，次に

掲げる措置を講じなければならない。 

（新設） (1) 当該福祉ホームにおける感染症の予防およ

びまん延の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（第

18条第１号において「テレビ電話装置等」と

いう。）を活用して行うことができるものと

する。）を定期的に開催するとともに，その

結果について，職員に周知徹底を図ること。

（新設） (2) 当該福祉ホームにおける感染症の予防およ

びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。 

（新設） (3) 当該福祉ホームにおいて，職員に対し，感

染症の予防およびまん延の防止のための研修

および訓練を定期的に実施すること。 

（虐待の防止） 

（新設）第18条 福祉ホームは，虐待の発生またはその再

発を防止するため，次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

(1) 当該福祉ホームにおける虐待の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに，その結果につ

いて，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該福祉ホームにおいて，職員に対し，虐

待の防止のための研修を定期的に実施するこ

と。 

(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するため

の担当者を置くこと。 
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９ 函館市指定通所支援の事業等の人員，設備および運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に

関する基準の一部改正に伴い，指定通所支援の事業等の一般原則，人員

の基準等に関する規定を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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10 函館市養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，養

護老人ホームの事業の基本方針，運営の基準等に関する規定を整備す

るため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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11 函館市特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，

特別養護老人ホームの事業の基本方針，運営の基準等に関する規定を

整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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12 函館市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，軽

費老人ホームの事業の基本方針，運営の基準等に関する規定を整備す

るため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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13 函館市介護保険条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     令和３年度から令和５年度までの保険料率を定め，および介護保険

法施行令の一部改正に伴い，保険料の額の算定の基礎に用いる合計所

得金額に関する規定を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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 函館市介護保険条例 新旧対照表  

現   行 改 正 案 

（保険料率） （保険料率） 

第４条 平成30年度から令和２年度までの各

年度における保険料率は，次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じ，それぞれ

当該各号に定める額とする。 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各

年度における保険料率は，次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じ，それぞれ

当該各号に定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成10年政令第412

号。以下「政令」という。）第38条第１

項第１号に掲げる者 37,560円 

(1) 介護保険法施行令（平成10年政令第412

号。以下「政令」という。）第38条第１

項第１号に掲げる者 37,920円 

(2) 政令第38条第１項第２号に掲げる者

56,340円 

(2) 政令第38条第１項第２号に掲げる者

56,880円 

(3) 政令第38条第１項第３号に掲げる者

56,340円 

(3) 政令第38条第１項第３号に掲げる者

56,880円 

(4) 政令第38条第１項第４号に掲げる者

67,610円 

(4) 政令第38条第１項第４号に掲げる者

68,260円 

(5) 政令第38条第１項第５号に掲げる者

75,120円 

(5) 政令第38条第１項第５号に掲げる者

75,840円 

(6) 政令第38条第１項第６号に掲げる者

90,140円 

(6) 政令第38条第１項第６号に掲げる者

91,010円 

(7) 政令第38条第１項第７号に掲げる者

97,660円 

(7) 政令第38条第１項第７号に掲げる者

98,590円 

(8) 政令第38条第１項第８号に掲げる者

112,680円 

(8) 政令第38条第１項第８号に掲げる者

113,760円 

(9) 政令第38条第１項第９号に掲げる者

127,700円 

(9) 政令第38条第１項第９号に掲げる者

128,930円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る令和２年度

における保険料率は，同号の規定にかかわ

らず，22,540円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る令和３年度

から令和５年度までの各年度における保険

料率は，同号の規定にかかわらず，22,760

円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る令和２年

度における保険料率は，同号の規定にかか

わらず，37,560円とする。

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る令和３年

度から令和５年度までの各年度における保

険料率は，同号の規定にかかわらず，37,920

円とする。

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る令和２年

度における保険料率は，同号の規定にかか

わらず，52,590円とする。 

 （普通徴収の特例） 

第７条 保険料の額の算定の基礎に用いる市

民税の課税非課税の別または地方税法（昭

和25年法律第226号）第292条第１項第13号

に規定する合計所得金額が確定しないため

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る令和３年

度から令和５年度までの各年度における保

険料率は，同号の規定にかかわらず，53,090

円とする。 

 （普通徴収の特例） 

第７条 保険料の額の算定の基礎に用いる市

民税の課税非課税の別または地方税法（昭

和25年法律第226号）第292条第１項第13号

に規定する合計所得金額（租税特別措置法
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当該年度分の保険料の額を確定することが

できない場合においては，その確定する日

までの間において到来する納期において徴

収すべき保険料に限り，第１号被保険者に

ついて，その者の前年度の保険料の額を当

該年度の当該保険料に係る納期の数で除し

て得た額（市長が必要と認める場合におい

ては，当該額の範囲内において市長が定め

る額とする。）を，それぞれの納期に係る

保険料として普通徴収の方法により徴収す

る。 

２・３ （略） 

   附 則 

 （延滞金の割合の特例） 

第３条 当分の間，第10条第１項に規定する

延滞金の年14.6パーセントの割合および年

7.3パーセントの割合は，同項の規定にかか

わらず，各年の延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（租税特別措置法（昭和32年法律

第26号）第93条第２項に規定する平均貸付

割合をいう。）に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下同じ。）が年7.3

パーセントの割合に満たない場合には，そ

の年中においては，年14.6パーセントの割

合にあってはその年における延滞金特例基

準割合に年7.3パーセントの割合を加算し

た割合とし，年7.3パーセントの割合にあっ

ては当該延滞金特例基準割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合（当該加算した

割合が年7.3パーセントの割合を超える場

合には，年7.3パーセントの割合）とする。

この場合における当該延滞金の額の計算に

おいて，その計算の過程における金額に１

円未満の端数が生じたときは，これを切り

捨てる。 

（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項

もしくは第２項，第34条第１項，第34条の

２第１項，第34条の３第１項，第35条第１

項，第35条の２第１項，第35条の３第１項

または第36条の規定の適用がある場合に

は，当該合計所得金額から政令第22条の２

第２項に規定する特別控除額を控除して得

た額とし，当該合計所得金額が零を下回る

場合には，零とする。）が確定しないため

当該年度分の保険料の額を確定することが

できない場合においては，その確定する日

までの間において到来する納期において徴

収すべき保険料に限り，第１号被保険者に

ついて，その者の前年度の保険料の額を当

該年度の当該保険料に係る納期の数で除し

て得た額（市長が必要と認める場合におい

ては，当該額の範囲内において市長が定め

る額とする。）を，それぞれの納期に係る

保険料として普通徴収の方法により徴収す

る。 

２・３ （略） 

   附 則 

 （延滞金の割合の特例） 

第３条 当分の間，第10条第１項に規定する

延滞金の年14.6パーセントの割合および年

7.3パーセントの割合は，同項の規定にかか

わらず，各年の延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（租税特別措置法第93条第２項に

規定する平均貸付割合をいう。）に年１パ

ーセントの割合を加算した割合をいう。以

下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満た

ない場合には，その年中においては，年14.6

パーセントの割合にあってはその年におけ

る延滞金特例基準割合に年7.3パーセント

の割合を加算した割合とし，年7.3パーセン

トの割合にあっては当該延滞金特例基準割

合に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年7.3パーセントの

割合を超える場合には，年7.3パーセントの

割合）とする。この場合における当該延滞

金の額の計算において，その計算の過程に

おける金額に１円未満の端数が生じたとき

は，これを切り捨てる。 
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14 函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準の一

部改正に伴い，指定居宅サービス等の事業の一般原則，運営の基準等に

関する規定を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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